
文教警察委員会会議記録 

 

文教警察委員長  清田 哲也   

 

１ 日 時 

   令和８年３月３日（火）  午前１０時２１分から 

                午後 ０時２７分まで 

 

２ 場 所 

   第２委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

   清田哲也、岡野涼子、麻生栄作、吉村尚久、玉田輝義、末宗秀雄 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   井上明夫 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   な し 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育長 山田雅文、警察本部長 平松伸二 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第４８号議案、第４９号議案及び第５２号議案のうち本委員会関係部分については、可

決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

（２）令和７年大分県警察業務重点等の推進結果について、令和８年春の組織改編概要につい

て、大分市中学校における生徒間暴力事案について、教職員の懲戒処分について及び懲

戒処分の指針の制定についてなど、執行部から報告を受けた。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課議事調整班   主査 仙川正朋 

   政策調査課政策法務班 主査 稲垣俊和 

 



文教警察委員会次第 

 

日時：令和８年３月３日（火）本会議終了後～ 

場所：第２委員会室             

 

１ 開  会 

 

 

２ 警察本部関係 

（１）付託案件の審査 

   第 ４９号議案 大分県警察本部の内部組織に関する条例の一部改正について 

   第 ５２号議案 令和７年度大分県一般会計補正予算（第５号）（本委員会関係部分） 

（２）諸般の報告 

   ①令和７年大分県警察業務重点等の推進結果について 

   ②令和８年春の組織改編概要について 

（３）その他 

 

 

３ 教育委員会関係 

（１）付託案件の審査 

   第 ４８号議案 大分県高等学校等教育改革促進基金条例の制定について 

   第 ５２号議案 令和７年度大分県一般会計補正予算（第５号）（本委員会関係部分） 

（２）諸般の報告 

   ①大分市中学校における生徒間暴力事案について 

   ②教職員の懲戒処分について 

   ③懲戒処分の指針の制定について 

   ④求償権行使懈怠確認請求上告事件について 

   ⑤大分県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について 

（３）その他 

 

 

４ 協議事項 

（１）その他 

 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の結果 

清田委員長 ただいまから、文教警察委員会を

開きます。 

 本日は都合により、井上委員が欠席しており

ます。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案３件であります。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより、

警察本部関係の審査に入ります。 

 まずは、付託案件の審査を行います。 

 第４９号議案大分県警察本部の内部組織に関

する条例の一部改正について、執行部の説明を

求めます。 

平松警察本部長 委員会に先立ちまして、一言

御挨拶を申し上げます。１月２３日付けの異動

で県警本部長を命ぜられました平松でございま

す。よろしくお願いを申し上げます。 

 清田委員長をはじめ、文教警察委員の皆様方

におかれましては、平素から警察業務の各般に

わたりまして、深い御支援を賜りまして、厚く

御礼を申し上げます。 

 本年の県警察の運営方針につきましては、昨

年に引き続き、県民とともに歩む力強い警察と

定めまして、県民が安全で安心して暮らせる日

本一安全な大分の実現に向けまして、力強い警

察活動を推進してまいります。 

 文教警察委員の皆様方におかれましても、引

き続き、県警察への御支援を賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

 本日の委員会では、付託案件２件につきまし

て御審査をいただきまして、その後、諸般の報

告として、令和７年大分県警察業務重点等の推

進結果について、令和８年春の組織改編概要に

ついての２件について、説明をさせていただき

ます。それぞれにつきましては、担当部長等か

ら説明をさせていただきますので、よろしくお

願いをいたします。 

山岡警務部長 御説明に先立ちまして、一言御

挨拶申し上げます。２月１３日付けの異動で大

分県警察本部警務部長を命ぜられた山岡と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 第４９号議案大分県警察本部の内部組織に関

する条例の一部改正について、御説明をいたし

ます。 

 資料の１ページを御覧ください。 

 本条例は、警察本部に置く部、そして各部の

分掌事務を定めたものでございまして、今回の

改正は令和８年春の警察本部の組織改編におき

まして、サイバー犯罪対策課を生活安全部から

警務部に移管することとしたために、警務部の

分掌事務にサイバー犯罪対策課に係る分掌事務

を追加するものでございます。 

 サイバー犯罪対策課を警務部に移管する理由

でございますけれど、情報技術の発達によりま

して、現在ではあらゆる部門の捜査においてサ

イバー捜査の技術が必要となっておりますこと

から、部門横断的に対処可能なサイバー捜査の

体制を整備する必要があると考えております。

また、サイバー人材の採用・育成、個々の警察

職員のサイバー技術の向上等、組織全体のサイ

バー対処能力の向上も求められておるところで

ございます。 

 サイバー犯罪対策課が各部と一体となった捜

査を効果的に行いまして、警察組織のサイバー

対処能力強化を推進するためには、サイバー犯

罪対策課を県警察の重要施策や重要課題の企画

・調整等を所管する警務部に配置することが最

も効果的と判断いたしまして、移管することと

したものでございます。 

 改正条例の施行期日は、令和８年４月１日と

なります。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。（「こんなも

んじゃろう」と言う者あり） 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す
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ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、第５２号議案令和７年度大分県一般会

計補正予算（第５号）のうち、警察本部関係部

分について、執行部の説明を求めます。 

安藤会計課長 第５２号議案令和７年度大分県

一般会計補正予算（第５号）のうち、警察本部

関係につきまして、御説明をいたします。 

 なお、今回、繰越明許費の補正が１件ござい

ますので、繰越理由を先に御説明いたします。 

 委員会説明資料の２ページを御覧ください。 

 事業名、警察施設改修費の繰越額は、４，７

６５万７千円でございます。繰越理由につきま

しては、交番・駐在所ＬＥＤ化改修工事におき

まして、ＬＥＤ照明器具の供給が全国的に不足

していることから、年度内の納品及び工事完了

が困難な状況となったため、この工事を繰越明

許費として設定するものでございます。 

 次に、警察費の補正予算の内容につきまして、

御説明をいたします。 

 委員会説明資料の３ページを御覧ください。 

 資料上段、警察費の補正予算額は、１億２３

９万９千円の減額でございます。これを既決予

算額から減額いたしますと、補正後の総額は２

８６億６８万４千円となります。 

 警察費のうち人件費の補正予算額は、人件費

小計の欄に記載のとおり、１億３，０３８万６

千円の減額でございます。これは、育児休業等

により給料を支給しない職員分の残が生じるこ

となどの影響によるものでございます。 

 次に、警察費のうち事業費の補正予算額は、

一番下、事業費小計の欄に記載のとおり、２，

７９８万７千円の増額でございます。この主な

内容につきまして、予算科目の目ごとに、右側

に記載の説明欄、主な補正項目に沿って御説明

をいたします。 

 事業費のうち、上から２番目、警察本部費の

補正予算額は７９６万円の減額で、これは説明

欄記載の警察運営費において、物品のリース契

約に係る入札残が生じたことなどにより、減額

となるものでございます。 

 その下、目名、装備費の補正予算額は４，６

４３万４千円の増額で、これは説明欄記載の警

察装備費において、ヘリコプターの緊急修繕が

生じたことなどにより、増額となるものでござ

います。 

 その下、目名、警察施設費の補正予算額は９，

２７８万８千円の減額で、説明欄上から２番目

に記載の交通安全施設整備費において、国庫補

助金の減額に伴い補助事業費が減額となるほか、

説明欄その二つ下の交通安全施設維持管理費に

おいて、交通信号機電気料が見込みを下回った

ことなどにより、減額となるものでございます。 

 その下、目名、運転免許費の補正予算額は２，

９３７万１千円の増額で、説明欄下段の自動車

運転免許事務費において、運転免許証の作成費

が見込みを上回ったことなどにより、増額とな

るものでございます。 

 その下、目名、恩給及退職年金費の補正予算

額は１３７万４千円の減額で、これは受給者の

減少に伴うものでございます。 

 最後に、目名、警察活動費の補正予算額は５，

４３０万４千円の増額で、これは説明欄上から

３番目と４番目に記載の一般警察活動費及び刑

事警察費において、旅費等の経費が見込みを上

回ることなどにより、増額となるものでござい

ます。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

 繰越明許の分ですが、ＬＥＤのいわゆる納入

困難ということで、ちなみに、箇所数でいうと

どのくらいこれで積み残すことになるんでしょ

う。予定していた交番とかのＬＥＤが結局換え

られないということなんですけども、これだけ

の４，７６５万７千円で。 

安藤会計課長 箇所数としては全てになります。

納期が通常発注して１、２週間で納期があるも

のが、１１月以降からは納期が４か月延びてい

るということで、１２月ぐらいに発注したもの

が今年の４月しか入らないということで、当初

３月１３日を工事の納期としていたんですけど
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も、６月末ということで延長している状態であ

ります。（「分かりました」と言う者あり） 

末宗委員 今の質疑で納期の問題が出たんだけ

ど、入札に出すよね。納期が遅いのに、よく受

けたなと思って。 

安藤会計課長 発注のときには納期遅れという

のをまだ想定していなくて、今後、蛍光灯がな

くなってＬＥＤ化に全てなっていきますので、

その関係でＬＥＤというのが想像以上に需要が

多かったというのが実情だと思います。 

麻生委員 予算単年度制の中で、交通安全施設

整備費並びに交通安全施設高度化推進事業費、

それから交通安全施設維持管理費、ＬＥＤ化に

よって減額されたとか。一方で、交通安全施設

に関しては信号設置も含めてめちゃくちゃ要望

が多いですよね。だから、減額で補正予算とい

う単年度制ではやらざるを得ないんだけども、

減額修正じゃなくて繰越しによってそこに充当

するというようなことは今のシステムじゃでき

んのかな。 

安藤会計課長 この安全施設は麻生委員御存じ

のように、県単独と補助の事業が二つあります。

当然、県単独の分はそのまま必要に応じて進め

ていくんですけども、国の補助金というのが入

ってこないと、次に繰り越すというのは、県単

独で繰り越すのかってなかなか難しい状況にあ

りますので、必要な事業については交付を受け

て見直して重点的にやっているんですけども、

どうしても国の補助金頼みというところがあり

ますので、それが削られると、その工事は繰越

しというよりも来年度にというような形になり

ます。 

麻生委員 国の方も複数年度予算編成という新

たな方向性も打ち出している関係もあるし、こ

ういった部分は６月の国への要望・提言事項の

中でもっと活用できるような仕組み、そうする

ことによって整備の進展含めて進んでいくのか

なと。要望はめちゃくちゃ多い中で、こういっ

た実態を見ると、何か方法はあるんじゃないか

なと思うので、是非、国、警察庁との協議も含

めて、改善できるのであれば、工夫、模索をし

ていただければなと思いますので、要望として

申し上げておきます。 

後藤交通部長 今、麻生委員の質疑に関連して

参考までに申し上げさせていただきますと、減

額で補正をさせてもらっているんですけども、

委員が日頃からおっしゃっているような、パッ

ケージでやると減額してもできるんじゃないか、

合理的にできるんじゃないかというようなとこ

ろの御意見もいただいて、信号制御機の更新で

すとか信号柱の建て替え、それからまた高度化

の中のＬＥＤ、これらをパックにして、時期を

設計してやったところで減額になっているんで

すけども、おおむね見越した事業量というのは

確保できておりまして、県民の方に御迷惑をか

けるというようなことは発生していないという

ように認識しております。 

吉村委員 直接補正に関わるかどうかあれなん

ですけど、運転免許に関わって、先日もいわゆ

る外国人の外免切替えの部分がニュースにも出

ていたかと思うんですけども、県内の状況がど

んなふうになっているのかというところ、もし

分かれば教えていただきたいんですけども。 

後藤交通部長 外免切替えに関しましては、昨

年の１０月から厳格化になりました。当然、厳

格化されたということで、それ以前とは若干、

免許を取得する方の通過率というのは低くなっ

ておりまして、当然、知識確認と技能確認、こ

ういうのがあります。知識確認も問題数が増え

ましたし、技能の部分も確認をするのに、日本

で一般的に仮免許を取るぐらいのある程度厳し

いようになりましたので、その通過率というの

は低くなりました。知識の方はある程度通過で

きるんですけど、技能の方が少なくなって、大

分県の場合でいきますと、技能のところで約３．

３％の通過率というのが現在出ておりまして、

全国よりもちょっと低いという状況です。この

実情は何が原因かというのは分かりませんけど

も、大分県の場合、最終的に技能を通過したの

が３．３％ぐらいというような感覚でございま

す。 

吉村委員 地元でも最近、以前は自転車の方が

多かったんですけども、最近、車に乗っている

外国人の方も増えてきたなというふうに思って
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いました。こういう免許の切替え等について、

今後も進んでいくんだろうけども、厳格化とい

うことが進められていくということですね。き

ちっと運転してもらうということにつながって

いくということで言えば、今後そういうことに

なるということですよね。（「はい」と言う者

あり）分かりました。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

で質疑を終了します。 

 なお、採決は教育委員会関係の審査の際に、

一括して行います。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。 

 それでは、①と②の報告をお願いします。 

山岡警務部長 令和７年大分県警察業務重点等

の推進結果について、御報告いたします。 

 資料の４ページを御覧ください。 

 昨年は上段に記載のとおり、県民とともに歩

む力強い警察との運営方針の下、四つの業務目

標を掲げ、七つの業務重点に取り組んでまいり

ました。 

 まず、業務目標の達成状況でございますけれ

ども、一つ目の刑法犯認知件数過去最少につい

ては、昨年の認知件数は４，１５１件で前年比

プラス７０９件、過去最少であった令和４年と

比較して１，３５７件増加しておりますので、

目標は未達成となっております。 

 二つ目の特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス

詐欺被害件数過去最少については、昨年の特殊

詐欺被害件数は４００件で前年比プラス１２０

件、過去最少であった令和２年と比較して２８

８件増加をしております。また、ＳＮＳ型投資

・ロマンス詐欺被害件数は３４７件で、昨年比

プラス６８件、過去最少であった令和５年と比

較して１７１件増加しておりますので、目標は

未達成となっております。 

 三つ目の交通事故死者数過去最少については、

昨年の死者数は４１人で、過去最少であった令

和６年と比較して１３人増加しておりますので、

目標は未達成となっております。 

 四つ目の重要犯罪の徹底検挙については、昨

年の検挙率は１０３．１％でありまして、目標

を達成しております。ちなみに、この１００％

を超えておりますのは、認知は一昨年だけれど

も検挙は昨年という事件があるため、１００％

を超えているものでございます。 

 続きまして、業務重点推進状況についてです。

大きく七つの枠に分けて記載をしております。

このうち、業務目標に直接関連する項目につい

て、御報告をさせていただきます。 

 まず、１総合的な犯罪防止に向けた各種対策

の推進の中の犯罪情勢の欄を御覧ください。昨

年の刑法犯認知件数は４，１５１件で、前年比

７０９件増加しております。地域の安全度を示

す犯罪率は、良い方――少ない方から数えて全

国第６位、検挙率は５２．２％で全国第１４位

です。これは、全国平均の３８．９％を１３ポ

イント余り上回っております。昨年は地域の実

態に即した先制的かつ効果的な取組を推進した

ほか、防犯ボランティア団体等との連携や街頭

防犯カメラの設置促進等により、地域の防犯力

の強化や犯罪の起きにくい環境づくりに取り組

むとともに、社会問題となったいわゆる闇バイ

ト対策に取り組んでまいりました。本年も引き

続き、関係機関・団体と連携し、実効性のある

取組を推進してまいります。 

 次に、その下の特殊詐欺の被害状況の欄を御

覧ください。昨年の特殊詐欺被害件数は４００

件、被害額は約８億５，８９３万円で、前年比

で被害件数は１２０件、被害額は約１億２，２

０８万円増加しました。また、ＳＮＳ型投資・

ロマンス詐欺被害が急増しておりまして、被害

額は１５億円を超えるなど、詐欺被害防止対策

に大きな課題を残す結果となりました。昨年は

これまでの取組を継続して実施するとともに、

テレビや新聞のほか、ＳＮＳを利用して広報啓

発を図るなど、各種広報媒体の活用、防犯ボラ

ンティア団体等と協働での街頭活動など、積極

的な広報啓発活動に取り組んでまいりました。

本年も金融機関やコンビニエンスストア等と連

携した水際対策や効果的な広報啓発活動等によ
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り、被害減少に向けて、県警の総力を挙げて取

組を推進してまいります。 

 次に、３交通死亡・重傷事故の抑止の欄を御

覧ください。交通事故死者数は４１人で、前年

を１３人上回り、令和２年以来５年ぶりに増加

に転じております。また、発生件数、負傷者数

は平成１７年以降２１年連続で減少いたしまし

たが、重傷者数は前年より２５人増加しており

ます。昨年は交通事故多発交差点及び重大事故

多発路線における交通指導取締り、秋冬の薄暮

時間帯における照ＴＩＭＥ―１７と銘打った街

頭活動を推進したほか、自転車の交通ルール周

知等に取り組んでまいりました。本年は交通死

亡・重傷事故の抑止に向け、引き続き、関係機

関・団体と連携して、歩行者の安全確保のため

の街頭活動や交通指導取締り、本年４月から交

通反則通告制度が導入される自転車の交通ルー

ル遵守のための広報啓発や交通安全教育等の取

組を推進してまいります。 

 次に、４悪質・重要犯罪等の徹底検挙につい

て、御説明いたします。資料の下段左側の重要

犯罪の検挙の欄を御覧ください。令和７年中の

殺人、強盗などの重要犯罪の認知件数は６４件、

検挙件数は６６件、検挙率は１０３．１％であ

りまして、これは目標を達成することができま

した。本年も引き続き、重要犯罪の徹底検挙を

目指すとともに、特に被害が深刻化する特殊詐

欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺事件の検挙を

より一層推進してまいりたいと考えております。 

 そのほか、資料右下の６に記載しております

けれども、昨年１１月１８日に発生した大分市

佐賀関の大規模火災に係る各種警察活動や第２

７回参議院議員通常選挙に伴う要人警護を完遂

したほか、その右の７にありますように、警察

行政手続オンライン化システムの運用開始によ

る県民の利便性の向上や男性職員育児休業支援

制度の試行による組織の多様性や柔軟性の向上

を図ってまいりました。 

 県警察では、引き続き、県民とともに歩む力

強い警察の運営方針の下、日本一安全な大分の

実現に向けて、職員一丸となって業務を推進し

てまいります。委員長をはじめ、委員の皆様方

におかれましては、今後とも御支援、御協力を

賜りますようお願いいたします。 

 続きまして、令和８年春の組織改編概要につ

いて、御説明いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 令和８年春の組織改編につきまして、現下の

治安情勢等を踏まえまして、組織の合理化、人

員の効率的配置により、体制強化等を行うこと

といたしましたので、その概要について御説明

をいたします。 

 一つ目は、匿名・流動型犯罪グループ対策、

サイバー犯罪対策を推進するための体制の確立

でございます。いわゆる匿流グループについて

は、これらグループが主に敢行している特殊詐

欺やＳＮＳ型・投資ロマンス詐欺の被害が多発

しているところでございます。匿流グループに

よる事犯は、このような詐欺以外にも風俗事犯

や闇バイトによる強盗事件等多岐にわたるほか、

警察の捜査を免れるため、匿名性の高いＳＮＳ

や暗号資産などの通信技術を悪用するなどして

おりまして、匿流グループの実態解明や検挙を

推進するには、生活安全部や刑事部など部門を

越えた対策や専門的なサイバー捜査も必要とな

ってございます。そのため、現在、サイバー関

連の司令塔として生活安全部に配置しているサ

イバー犯罪対策担当の総括参事官を廃止した上

で、匿流対策とサイバー犯罪対策の司令塔とし

て両対策を部門横断的に総括指揮する総括参事

官を新設し、刑事部に配置をいたします。 

 また、各部とサイバー犯罪対策課が一体とな

った捜査を効果的に行い、警察職員の対処能力

強化や官民連携の推進等サイバー戦略を推進す

るため、サイバー犯罪対策課を警務部に移管い

たします。 

 さらに、匿流に対する取締りを強力に推進す

るため、組織犯罪対策課の担当班や生活経済事

犯、風俗事犯等の捜査を担当する生活安全捜査

課の体制を強化するとともに、サイバー事案対

処体制強化のため、サイバー犯罪対策課の体制

を強化いたします。 

 二つ目は、安全で快適な交通を確保するため

の体制強化で、３点ございます。 
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 １点目は、交通事故抑止のための指導取締り

体制の強化でございます。交通事故が多発する

時間帯・場所での交通事故抑止に向けた交通指

導取締りや重大事故等への対応を強化するほか、

本年４月１日から適用される自転車の交通違反

に対する交通反則制度に的確に対応するため、

交通指導課の体制を強化いたします。 

 ２点目は、交通規制業務体制及び警察署の支

援・指導体制の強化でございます。交通規制業

務の適正化及び警察署の業務負担軽減を図るた

め、交通規制課の体制を強化いたします。 

 ３点目は、運転免許課外国免許審査係の新設

でございます。県内に居住する外国人の増加に

伴う申請数の増加や外免切り替え申請に対する

適正な審査業務を推進するため、運転免許課に

外国免許審査係を新設いたします。 

 三つ目は、テロ等の脅威に関する情報収集活

動の体制強化でございます。テロ対策や要人警

護等に関する警備情報収集活動を強化するため、

警備企画課の体制を強化いたします。 

 四つ目は、その他の組織改編で、２点ござい

ます。 

 １点目は、留置管理体制の充実・強化でござ

います。現在、県内の常設留置施設は６施設ご

ざいますけれども、合理的な留置管理体制を構

築するため、今回、日田警察署の留置施設を非

常設化して被留置者の更なる適正処遇を図ると

ともに、本部留置管理課による護送体制を充実

させるなど、留置管理体制の充実・強化を図り

ます。 

 ２点目は、検視体制の強化でございます。犯

罪死の見逃しの絶無を期すために、捜査第一課

検視官室の体制を強化いたします。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

玉田委員 最初の大分県警察業務重点等の推進

結果について少しです。 

 特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害

件数が過去最高で未達成ということで、この未

達成の多くはこういう特殊詐欺とかサイバー関

連の犯罪で、それで来年度、組織改編に臨んで、

ここの対策を強化するという整理でいいんです

よね。そこを一つ確認です。そこはどうでしょ

うか。 

山岡警務部長 玉田委員のおっしゃるとおりで

ございます。 

玉田委員 それをした上で、未達成のところが、

来年度以降、達成に転じるために組織改編に合

わせて具体にどういうふうなことをやっていく、

犯罪を抑えるためにとか達成するために、この

組織を変えた上で具体に何かやっていく、そう

いうふうなものがあるのかどうかについて、教

えてください。 

三浦生活安全部長 マイナスになっている未達

成のものですけれども、特に特殊詐欺の関係で

ございますけれども、組織改編と直接つながる

ことではないかもしれませんけれども、いろん

なデータを分析してみますと、大体、犯人側か

らかかってきた電話の多くは、４割ぐらいがプ

ラスから始まる国際電話からかかってくる。そ

ういったことで、昨年９、１０、１１月と警察

力で、いろんな免許の更新のところとか、あと

は病院に行ったりとか、人の集まるところに行

って、国際電話不取扱受付センターに申し込ん

で電話がかからないような申請をしてください

というだけで、それを最後まで一応見届けてや

っておりますけれども、今年はもっとそれを突

っ込んだところで、これを委託業務にしまして、

これをずっと展開するとともに、あと携帯電話

にかかってきたその国際電話につきましては、

アプリでこれを撃退するということで、警察庁

の方でこの推奨アプリをまもなく発表するとこ

ろでございますので、これの活用を委託事業に

よって周知しまして、このアプリを入れてもら

って、国際電話はもうかからない、犯人と話さ

ない対策を充実させていこうというような取組

をしてまいります。 

玉田委員 ごめんなさい、結果的に何か意地悪

な質問になって。そういう意味ではなくて、組

織改編した上にこの未達成の事項をどういうふ

うに解決していくかというところだったので、

今の説明で大体概要は分かりましたので、また

後で詳しく教えてください。 
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岡野副委員長 ３交通死亡・重傷事故の抑止の

ところなんですけれども、プラス１３人で増え

ているというところ、これは全国的にこういっ

た事故が増えているのか、死者数が増えている

のか。あと、先月も地元の日田市の方でバイク

の死亡事故がございまして、大分県ならではな

のかとか、道路とかそういった関係があるのか、

そのあたりを教えていただけますか。 

後藤交通部長 まず、全国的な傾向として、昨

年は全国では死者数が減っております。九州で

も減っているんですけども、大分県と長崎県だ

ったかが増えて、その要因というのが詳細には

分かりません。さっき言われました日田市の事

故もありましたし、事故になる要因というのは

いろいろございまして、最終的には、ドライバ

ーあるいは歩行者の安全意識が向上することが

全てなんだと思っているんです。その方法とし

て、交通指導取締りもありますし、いわゆる道

路の整備ということも十分ありますし、医療の

発達とか車の性能だとか諸々があって、交通死

亡事故、重傷事故というのは減っていくものだ

ろうと思っていますので、道路の状況が改善す

るということも大きな要因ですので、日田市の

場合ですと、カーブの多い道路があったりです

とか、特にこれからツーリングになって、この

辺は私どもも把握しておりますので、春先から

対策は打つようにしております。そういったと

ころで、もろもろの要因が重なって昨年は死亡

事故が増えたというところで、一昨年は２８人

ということで過去最少だったと。その反動もあ

るんだろうと思いますけど、昨年１１月、１２

月に十分な対策を取って、交通街頭活動に警察

官もいっぱい出して、各団体とも連携した結果、

タイムラグがあるとすれば、今年の１月に死亡

事故はゼロでございまして、そういった効果と

いうのは、タイムラグがあるんですけど出てく

るということもありますので、警察の活動力と

いうのは落とせないというふうに思っていまし

て、この辺、引き続き対策を取っていきたいと

考えております。 

岡野副委員長 組織改編のところでも交通を確

保するための体制強化が入っていますので、是

非よろしくお願いします。 

末宗委員 さっき言う特殊詐欺なんじゃけど、

フィリピンとかタイとか国際性が非常に多いん

だけど、特にタイとか見よったら、中国の暴力

団とか日本の暴力団も入っているのか、どげか

知らんけど、資料に５暴力団等組織犯罪対策の

推進もあるんだけど、その絡みはどんなふうに

把握しているのか。 

福岡刑事部長 大分県内で昨年検挙した特殊詐

欺の検挙に関しましては、４悪質・重要犯罪等

の徹底検挙ということで、令和６年に比べて検

挙人数は２５人ほど増えております。去年検挙

したものには、現役の暴力団員が絡んだ特殊詐

欺事件等はありましたけれども、大分県で検挙

した分に関して、外国を拠点としたというもの

は去年は検挙はしておりません。 

 ただ、特殊詐欺あるいはＳＮＳ型投資・ロマ

ンス詐欺に関しましては、大分県警だけの力で

はなく、またいろんな県警との力を合わせて、

あるいは警察庁のお力を借りながら拠点を見つ

け、そこで大量に検挙するという形でやってお

ります。大分県はたまたまそういった海外を拠

点とする検挙は去年はございませんでしたけれ

ども、他県の検挙に関してはそういったものが

ありますので、引き続き、この徹底検挙という

ことを目指してやっていきたいというふうに思

っております。 

末宗委員 連携は大体うまくいっているんだね、

組織全体で、日本で。 

福岡刑事部長 お陰様で、各県警と非常によく

連携をして他県の被疑者を捕まえるということ

も多々ございましたし、うちの被疑者を他県で

捕まえていただいたということもありまして、

非常にうまくいっております。 

末宗委員 さきほど言ったんだけど、暴力団が

必ず関与しているの、大体こういう事件は。 

福岡刑事部長 必ずという形で、ここで言い切

れるほどの確実性はございません。ただ、関与

しているケースは非常に多いというふうに考え

ております。（「はい、分かりました」と言う

者あり） 

麻生委員 ２点、要望にとどめます。 
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 まず、大分県警察業務重点等の推進結果で交

通事故の案件でありますが、交通部も本当によ

く頑張っていると思うんですけれども、にもか

かわらず、発生件数も減って負傷者数並びに軽

症者数は減っているんだけど、死者数と重傷者

数が増えていると。事故分析結果はまだ要因が

明確には分からないという、総合的なことだと

いう説明が今ありましたが、これは是非死亡事

故とか重傷・重大事故については分析もしなが

ら、ある程度の対策を取っていく必要があろう

かと思いますので、引き続き、頑張ってほしい

なと思います。交通部が一番悔しい思いをして

いるんじゃないかなと。件数も減っているし。

そういうことなので、引き続き、当事者意識を

持って頑張ってほしいなと思います。 

 それから、男性職員の育児休業取得促進に向

けた支援制度の取組の報告がありましたが、休

みを取ったけど、本当に休んでいて、イクメン

していなければ意味がないわけであって。むし

ろ、警察の現場というのは、特にこういったこ

とを実践しづらい状況もあろうかと思うんです

けど。そんな中で、この目標はこの目標指数で

よろしいんですけど、いわゆる保育園への男性

職員のお迎え率、これの方がむしろ私は重要か

なと思っているので、そういった部分について

は、各職場でお迎えに行かせてあげられるよう

な配慮というか、それは徹底的にやっていく必

要があるんじゃないかな。そういったことが、

社会全体の子育て世代への応援につながってい

くのではないかなと。警察というのは、いろん

な人々を応援していく、守っていくところであ

りますので、そういった実践が必要だというこ

とで、そのお願いをしておきたいと思います。 

後藤交通部長 すみません、私の説明がちょっ

と足らなかったと思います。分析はしっかりや

っておりまして、事故分析システムというのが

ありまして、死亡事故の発生時間帯ですとか、

場所ですとか、その違反累計だとか、そういっ

たものを全部点に落としています。その近くで

取締りをやっているかというところも全て落と

して、分析はやっております。 

山岡警務部長 まず、麻生委員御指摘の育休支

援について、ちょっと補足をさせていただきま

すと、今、県警では試行なんですけれども、警

察署で育休を取られる方に対して、そこがちょ

っと欠員になってしまうので、本部から応援要

員という形で派遣をすると。警察署って現場仕

事で、一般的には本部より大変なので、署にい

くら育休を取らさせろと言っても、そうは言っ

ても業務はあるんだ、きれいごとを言うなとい

うことになりますので、そういう取組をしてお

りまして、本部も潤沢に人員があるわけじゃな

いので、１００％とはいかないんですけれども、

多数の派遣をしているところでございます。 

 あとは、育休を取るよりも、お迎え、麻生委

員がおっしゃっていましたけど、正におっしゃ

るとおりと思っていて。私個人的には、１か月

とか育休を取って育児をやった気になるよりか

は、例えば、１年間定時で帰って、お迎えだっ

たりお風呂に入れたりとか、そういうことが大

事なんじゃないかなと思っておりまして。私も

せっかくこうやって警務部長として着任をいた

しましたので、中身を見て、ちゃんと育児にコ

ミットできるような体制を整えていきたいなと

いうふうに思っております。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別にないようですので、これをも

ちまして、警察本部関係の審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 執行部が入れ替わりますので、少々お待ちく

ださい。 

 

  〔警察本部退室、教育委員会入室〕 

 

清田委員長 これより、教育委員会関係の審査

に入ります。 

 本日は都合により、井上委員が欠席しており

ます。 

 まずは、付託案件の審査を行います。 
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 第４８号議案大分県高等学校等教育改革促進

基金条例の制定について、執行部の説明を求め

ます。 

山田教育長 はじめに、私から一言御挨拶を申

し上げます。 

 清田委員長をはじめ、文教警察委員の皆様に

おかれましては、平素から本県の教育行政の推

進に多大なる御指導を賜っておりますことに対

しまして、心から感謝を申し上げます。 

 先週、県立高校の最終志願倍率が発表になり

ました。今回は私立高校の授業料無償化等もご

ざいまして、大変心配をしてたわけであります

が、今回は全日制高校１．０３倍ということで、

前年を若干ではありますが、上回ったところで

あります。九州各県の中では昨年よりも倍率が

上昇し、なおかつ１.０倍を超えたのは大分県

だけということで、これも各高校が過去を受け

まして、一生懸命努力をした成果であると一定

の評価をしているところであります。 

 その一方で、募集人員を下回った――１．０

倍を下回った高校が２１校ということで、より

一層の努力が必要であると考えております。 

 今回の入試は、複数校志願制度導入の初年度

ということで、来週から始まります高校入試、

タイトなスケジュールになりますけれども、遺

漏のないようにしっかりと万全を期してまいり

たいと考えております。 

 本日は付託案件２件、諸般の報告５件という

ことで、その中には、昨年末と先週公表しまし

た職員の懲戒処分事案、あるいは、年明けに明

らかになりました大分市内の中学生の生徒間の

暴行事案等がございます。今後の対策も含めま

して、この後、担当課長から説明申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

小野高校教育課長 資料の２ページを御覧くだ

さい。 

 第４８号議案大分県高等学校等教育改革促進

基金条例の制定について、説明いたします。 

 令和７年度国補正予算におきまして、国の高

校教育改革に関する基本方針、いわゆるグラン

ドデザインに沿った緊要性のある取組について、

基金により先行的に支援することが示されまし

た。本県におきましても、高校教育改革を推進

し、新時代を担うエッセンシャルワーカーや理

数系人材等を育成するため、改革を先導する拠

点を創出することを目的とした大分県高等学校

等教育改革促進基金を設置するものでございま

す。 

 基金の概要についてでございます。基金は二

つの補助金で構成されています。 

 まず、（１）基盤的支援に係る補助金です。

改革を実施するための体制構築等に係る経費が

対象で、上限６千万円となっており、１月２７

日付けで交付内定を受けております。 

 次に、（２）抜本的改革支援に係る補助金で

す。国が提示しました３類型に応じたパイロッ

トケース創出のための補助金で、こちらが主た

る補助金となります。 

 今後のスケジュールでございますが、３月上

旬に基盤的支援に係る交付決定、５月中旬に抜

本的改革支援に係る公募申請を行う予定です。

なお、基金の造成に係る経費６千万円を２月補

正予算において追加提案予定でございます。 

 最後に、国が提示しています３類型について、

説明をいたします。 

 一つ目は、アドバンスト・エッセンシャルワ

ーカー等育成支援です。地域産業や生活基盤を

支える専門的な人材の育成に重点を置き、探究

的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学

びを実現するものでございます。 

 二つ目は、理数系人材育成支援です。理数的

素養を身に付けつつ、自ら問いを立て、解決す

る研究を行う高等教育を見据えた文理融合の学

びを実現するものでございます。 

 三つ目は、多様な学習ニーズに対応した教育

機会の確保です。人口減少地域に、魅力ある学

びの選択肢を増やすため、地域の教育資源をい

かした学びや遠隔授業を活用した学びの提供を

実現するものでございます。 

 国が提示していますこの３類型に応じた改革

先導拠点について、大分県においても３拠点程

度設定しまして、その取組・成果を県内の高校

へ普及していきたいと考えております。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 
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 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

吉村委員 ３類型のことについて、まずお伺い

したいんですけども、改革先導の拠点となるよ

うな学校等を選んでいくと。多分、選んでいき

方、選定の仕方、さらに多分、国の方で審査が

あるというふうに聞いているんですけども、そ

の辺のところ、タイムスケジュールというか流

れというか、それをまずもう一回お聞かせいた

だきたいんですけども。 

小野高校教育課長 今、吉村委員がおっしゃい

ましたように、先導拠点を設定して、中身につ

きましては、この先導拠点を中心として、そし

て、その先導拠点に協力校というのを付けると

いうことが可能というふうになっておりますの

で、そういったことも選定しながらということ

で、これから、我々含めて、それから、外部の

方々も御意見をいただきながらということで考

えております。その中で、５月中旬に申請をす

るということになっておりまして、その結果、

申請を受けて公募内定・決定がされるというこ

とになっていますので、この後、５月中旬以降

ということでありますので、明確にいつという

ことではまだないんですけれども、それ以降の

審査を受けてということになっております。 

吉村委員 おおよそ、そのタイムスケジュール

的なことは理解したんですけども、今回、国が

全部ひっくるめると３千億円ぐらいの金をかけ

て高校教育改革をやっていこうということで、

県も一緒にということなんですけど、相当入れ

込み方があって、それに対しては期待をする反

面、その拠点になるような学校、そして、その

周辺の学校というか、これが学校間の中の新し

い格差を生むのではないかというようなことも

危惧するところがあるんですね。 

 というのも、何かというと、今までＳＳＨ（

スーパーサイエンスハイスクール）ですかね、

県内三つ高校があったと思うんですけども、そ

れは理数系の人材というか、技術人材を育成す

ると。これもその学校だけに限らずに横展開を

するということだったと思うんですけども、そ

ういうことがどれだけできているのかというこ

との成果と、反省というか、僕なんかはなかな

かその辺の部分が見えていないというところも

あるかもしれないんですけども、そういうこと

もあるのではないかと。 

 今回も拠点校があって、その周辺の学校に波

及させていきますよ、広げていきますよと言う

けども、そういうことが実はなかなか難しいの

ではないかと。そうなってくると、今度、拠点

校になるような学校は、予算もいただきながら

計画も立ててしっかりと生き延びていくんだろ

うと思うんですけども、それ以外の学校がなか

なかその周辺校に広がらずに、ここでこれだけ

金をかけたにもかかわらずできなかったよねと

いうことになったときに、さきほど教育長は倍

率の話もされましたけども、ますます倍率でも

差が出てくるのではないかという心配もして、

これがいわゆる統廃合ということにもつながっ

ていくのではないか。そういう意味では、単独

校だけが、拠点校だけが伸びていくというより

もしっかりと広げていくということ、共に高ま

っていく、こどものためにもそうですけど、地

域のためにも広がっていく。そういう学び、取

組にしていただきたいんですけども、さっき言

ったような横展開というのがなかなか厳しいの

ではないか。その辺、何か考えていることがあ

ったら教えてください。 

小野高校教育課長 正に吉村委員がおっしゃる

とおりでございまして、そこが本当に大事なポ

イントだと考えております。 

 拠点につきましては、ある程度の規模感が必

要だというところもありますけれども、例えば、

工業・農業分野で拠点校を仮につくるとしたと

きに、さきほど言いました協力校というものを

活用して、地域の高校も含めて、県内にどれぐ

らい普及が図れるかというようなことが非常に

大事です。まずは今度、策定委員会というのを

また立ち上げますけども、その中で拠点をどこ

にするかという視点も必要なんですが、どのよ

うに広げていくかということが非常に大事だと

思っていますので、そのあたりを、今、さきほ

ど言われたＳＳＨ校の実績も実はございまして、

県内の高校に探究的な学びが広がるような仕組
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みづくりをしておりまして、そのような実績も

含めて横展開を図れるように、そのあたりをし

っかりと協議をしてまいりたいと考えておりま

す。 

吉村委員 そういう非常に厳しい、倍率も低い

学校のある意味で生き残りというか、その学校

独自が魅力的な学校、特色ある学校づくりを進

めているかと思うんですけども、これによって

そういう公立校がそういう意味でのしっかりと

生き残っていけるという、魅力ある学校につな

がっていく、こどもたちに選ばれる学校にして

いくためにも、是非横展開というのをしっかり

やっていっていただければなと思います。よろ

しくお願いします。 

山田教育長 今、重要な御指摘をいただきまし

た。私どもも学校間格差みたいなものができる

ことを心配をしておりますが、今回のこの基金

につきましては資料の１行目にも書いておりま

すとおり、グランドデザインに沿った緊要性の

ある取組について、この基金により先行的に支

援するということで、取りあえず３千億円近い

基金を準備するので、どうすればその地域の公

立高校が産業界が本当に必要とするような必要

な人材を育成できるような体制ができるかとい

うことを皆で知恵を出して考えてみてください

と。それを先行的にまずこの３千億円で全国用

意ドンでやってみて、モデル的な優良事例がで

きれば、その後もまたこの基金は３年間の事業

なので、この３年経過後にまたその高校の改革

に必要な交付金なりそういったものを国として

は考えているというお話ですので、そこで今回

つくる拠点校がうまく回れば、それと同じよう

なやり方でほかの高校についても改革をしてい

くと、そういう大きなスキームがございます。

だから、今回これで拠点校を整備しておしまい

というんじゃなくて、その後、第２弾、３弾が

控えているということで御承知いただければと

思います。 

末宗委員 関連するんだけど、その中の理数系

の人材の分だけど、俺も７１やけど何年前か。

１５歳といったら５６年前か。高校を受けると

き、特に中津南と中津北とあって南北戦争と言

いよったんよ。ちょうど俺が行く頃は、まだ偏

差値でいったら１ぐらい中津北が良かったぐら

いじゃ。だから、理数系を中津北に県が導入し

たんよね。そしたら、それから３年ぐらいたっ

たら、誰も中津北に行く者がおらんようになっ

た。そういう例を検討しているのかな、教育委

員会の内部で。理数系の人間がどのくらいの数

いるのかが俺自身も分からないけど、中津南と

北の例は一番分かりやすい。俺、両方からちょ

っとアプローチがあったき、詳しいんじゃ。そ

こあたり含めて、どういう中津の南北をとか、

例を。 

山田教育長 今回、国が示した高校改革のグラ

ンドデザインの前提として、２０４０年の産業

構造から推測される必要な人材を、これは経産

省の推計だと聞いていますけども、２０４０年

って１５年後ですね、１５年後には３００万人

以上のホワイトカラーが余って、逆に、ＩＣＴ

とかロボットとかＡＩとか、そういったイノベ

ーション人材が３００万人以上不足すると、さ

らには、いろんな農業とか介護とかも含めたエ

ッセンシャルワーカーも数百万人不足すると、

そういう推計がございます。 

 片や、今、高校生の７割が普通科、その普通

科の７割が文系ということは７かける７で４９、

高校生の５割が普通科の文系に行くと。文系で

いくら勉強しても、１５年後にはその文系の仕

事が存在しない、必要とされない、そういう時

代が目の前に迫っているということを踏まえて、

今回グランドデザインで高校改革を急いでやら

ないと、日本が、我が国が必要とする人材を輩

出できない、そういう状況が今あると。そうい

う問題意識に立って、今回３千億円の基金で急

いで対応しましょうということになったという

ふうに、国の方の説明がございました。 

 ですから、大学もセットなんですよね。高校

だけいくら変えても駄目で、大学も同様に今の

産業界が必要とする人材を育成できるような、

そういう構造に改革していくということがセッ

トで。だから、文系でいくら高校で勉強しても、

大学の学部がどんどん変わっていくと、進学先

すらどんどん減っていくと。そうなれば、おの
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ずと理数系に行かないと将来が見えないような、

そういう状況が今もう目の前に迫っているとい

う、そういうことだと考えております。 

末宗委員 今、人間というのは、理数系にうん

と興味を持つ人間というのはおらんとじゃない

かと思う。人間の能力自体が、中津北高で失敗

したこと、理数系のそんなに優秀な者が現実的

にいらないんじゃない。例えば、数学とか物理

とかそういうのを、理解できない者はいくらや

ってもできないし、そういうので僕は北高は敗

北してしもうたんだろうと思うんだけど。 

 確かに、日本自体、国自体はそういう人材を

必要としているけど、現実は、例えば、日本の

組織を見たら、東大の法学部を出た者が日本の

中枢に座ったり、大分県でも事務屋が主なとこ

ろに座っているよね。そんなのに、大体、事務

屋が主なところに座るという、そういう制度が

出来上がっていて、理系を尊重しちょらんじゃ。

例えば、大分県の部長でいったら、農林水産部

長、事務屋が分かるわけないのに農林水産部長

を事務屋がやっているから、こんな大分県の制

度を信用せいと言っても、なかなか信用できな

いんだけどね。知事とかそういうのに、今、大

分県の現状はどうなのか。事務系を尊重しちょ

って、自分たちだって理数系を尊重するという

のができないんじゃないかということ、そうい

う議論をしていただきたいんだけどね。 

清田委員長 答弁を求めるんですけど、末宗委

員がおっしゃるところはもっともなところであ

って、要は、私のイメージとしては、今まで明

らかに文理の峻別をはっきりし過ぎていた、高

校教育において。いわゆるＳＳＨとかというの

は、正にこの文理融合の先駆けで、課題解決を

していく中に、いわゆる理系の知識と文系の知

識、両面のアプローチでしっかりしていこうと

いうところが見えていたような気がするんです。

正に、これは今回、理系・文系の峻別をくっき

りただ受験のためにやるんじゃなくて、正に末

宗委員が心配しているようなところをしっかり

解決していくための新たな取組というのが、正

に理数系人材とは書いていますけど、ここの文

理融合の学びというところだと思うんですね。

そこら辺を重点的に御理解いただけるような御

説明をしていただければと思います。 

小野高校教育課長 この事業の背景につきまし

ては、さきほど教育長が申し上げたとおりなん

ですけれども、国も大学研究機関は抜本的にそ

の改革が必要だということで、さきほど委員長

が言われましたように文理融合というところ、

それから新しくカリキュラム自体を考えていく

ということにもなりますので、そのあたりから、

これまでの大分県内の理数系人材の育成につな

がるような実績、それから成果につながってい

るような、そういったものも踏まえながら、こ

れからの学びをいかに理数系の素養を持つ者、

つまり完全に分離するものではなくて、理数系

の素養を持った者、そして学び自体もこれまで

の文理分断から分離融合の方につないでいくと。

そして、それは大学の方も変わりつつあります

ので、そういった情勢も踏まえながら、高校で

の学びをそういうふうに転換していくというこ

とが非常に大事だと思っていますので、これま

での、さきほどの繰り返しですが、県内の実績

も見ながらどこを拠点にするかと。そして、そ

の拠点を中心として、その融合した学びをいか

に広げていくかということで進めていきたいと

考えています。 

末宗委員 俺は中津の例を出したんだけど、そ

ういうのを真剣に議論したん、これを決める前

に。 

小野高校教育課長 今から拠点を考えていくと

いうことでございまして、国から今そのスキー

ムなり類型等が出されましたので、これから県

内のこれまでの取組状況も踏まえながら、しっ

かりとその辺も念頭に置きながら考えていきた

いという段階でございます。 

麻生委員 ただいまの説明をいただく中で、何

点か指摘をしておきたいと思います。 

 緊要性ということと先行的に支援するという

ことが今回のこの基金条例のポイントだろうと

思いますが、当然そうなりますと、高校卒業し

てその出口がどうなっていくかということが一

番どうなるのかなということで注視するんです

が、その中で３類型ある中で、今回の遠隔教育
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等によって、一番後ろの多様な学習ニーズに対

応した教育機会の確保につながっていくという

のは分かるんだけど、前のアドバンスト・エッ

センシャルワーカー等育成支援と理数系人材育

成支援、この分け方というのが、アドバンスト

と理数系人材支援というのがつながっていくの

かなという気もしないではない。エッセンシャ

ルワーカーを含めて、ここで言うアドバンスト

というのは高校を出て即産業界に入っていく、

出口をやっていくということでこういう分類を

していらっしゃるのか、そこのところがちょっ

と気になってきているんです。 

 いずれにしても、地域・産業界と連携をして

いくということで、例えば、大分県産業教育振

興会とかの中で、緊要性のある職種とか先行的

に支援していかなければならない職種という具

体的な職種をピックアップしていただいて、徹

底的に、もう３か年しかないわけですから、そ

のイメージがまずはどの職種に特化して、緊要

性に取り組む、先行的に支援するといった部分。

その地域にとってとか、産業界のいろんないく

つか分野があろうかと思いますけども、例えば、

農業分野とか漁業分野とか、あるいは先端技術

でも、我々は昭和の世代なので昭和のじいちゃ

んから言わせると、昔は中卒が金の卵と、そう

いった方々に行政が基金をばんと準備して、学

ぶ準備をしてあげるというようなイメージなの

かなと思っているんですね。 

 だから、そういうような形で、徹底的に高卒

で頑張ってちょうだいと、地域を守ってほしい

んだとか、この産業を守ってほしいんだとかい

う、その緊要性とか先行的支援というのがどう

いうことなのかなというのが、まだここじゃイ

メージが何か湧かないというか、何かほんわか

しておって、やったふりだけしていて何も成果

が出ないんじゃないかと危惧しています。そう

ならないようにしっかりとやってほしいという

ことでありますので、それに対して、もし何か

どういう視点で取り組んでいこうとしていらっ

しゃるのか、お答えいただければと思います。 

小野高校教育課長 御指摘をありがとうござい

ます。 

 この３類型は国から出されたものなんですけ

れども、国の方でも１７の成長戦略分野という

ことで昨年１２月に出されておりますけれども、

そういったものを踏まえながらのこの３類型と

いうのが出されているというふうには捉えてお

ります。 

 このアドバンスト・エッセンシャルワーカー

は、エッセンシャルワーカーの中でも、例えば、

ＡＩ等を活用しながら新技術を活用できる人材

ということにもなりまして、一般のエッセンシ

ャルワーカーよりも新しい時代を見据えた、新

しい技術を備えたエッセンシャルワーカーとい

うような説明がなされておりまして、そういっ

たことも含めて、新しい時代を見据えながら、

どういった分野が成長戦略としてこれから取り

組んでいかなければならないかというような、

そういったものを参考にさせていただきながら、

それを踏まえながら考えていきたいと思ってお

ります。 

麻生委員 今の答弁がなければ言わなかったん

だけど、先端技術とかそういったエッセンシャ

ルワーカーとかアドバンストということの、こ

こで言う皆さんは進学するんですか、しないん

ですか、想定は。 

小野高校教育課長 アドバンスト・エッセンシ

ャルワーカーにつきましては、もちろん進学も

あろうかと思いますが、主に専門高校をターゲ

ットにしておりますので、例えばですけど、工

業分野、情報分野、農業分野とか福祉とか、そ

ういった分野になろうと思っています。 

麻生委員 そこの確認だけしておきたかったん

です。緊要性とか先行的支援ということは、高

校でそういった部分を徹底的に支援して、その

まま社会に出て活躍していただくということが

前提になっているかと思ったものですから、何

か今の説明では進学もと。これで活用して進学

する人ばっかりになったら本来の目的とちょっ

と変わってくるような気もしたものですから、

その確認をしておきました。 

玉田委員 端的にですけれども、基金の設置条

例についての議案ですので、ただ議論すると、

どういう趣旨なのかというところで背景につい
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ての議論が随分とあって、これは非常に深まっ

ているなというふうに思ったんです。 

 一つ私が聞きたいのは県立高校の話なんだけ

れども、冒頭の教育長の説明の中で、倍率１．

０倍未満が２１校県内で出たということで、今、

高校の進学先というのは私学抜きにはもう考え

られない状況になっているし、そういう中で私

立高校との関係、３拠点とかいろいろあるけれ

ど、権限の切り分けがあるからそれは違うと言

えば違うんだけど、ただ高校生にとってみると

同じなので、同じ世代で通う学校としてはそう

なので、そうするとそこの関係とか整合性とい

うのをこれから検討していかなくちゃならない

んじゃないかなというふうに思ったんですけれ

ども、その辺について少しお考えがあれば伺い

たいというふうに思います。 

小野高校教育課長 この基金に関するグランド

デザインを背景としているんですけども、その

中で我々がこれから実行計画を策定してまいり

ます。その策定する段階では、これはいわゆる

背景としては、私立高校の授業料無償化を受け

まして、県立高校、都道府県立の高校を活性化

して魅力をつくっていくというような背景もご

ざいまして、今回の基金につきましては県内の

県立高校ということをターゲットにしておりま

すけれども、今後、玉田委員が言われましたよ

うに、私立と公立、両輪としてどういうバラン

ス、それから棲み分けもしながらということに

つきましては、今度、新しくビジョンの改定と

いうのを令和９年度に考えておりまして、その

中でもしっかりと協議してまいります。今回に

ついては県立高校の拠点をまずつくって、先導

的、先行的に行っていくということでございま

す。 

清田委員長 最後、私から１個だけ提言をさせ

てください。 

 これはそれぞれに型にはめてやっていくとそ

れなりのものになるとは思うんですけど、是非

詳しくは申し上げません。我々会派の調査会で

ＦＣ今治高校と神山まるごと高専に現地に視察

に行って、生徒たちの様子も見て、先生の話も

聞いて、そのとき感じたのが、この三つをガチ

ャっとしてそれぞれの生徒の自主性に任せると

いうか、もう三歩四歩先ぐらいのところを行っ

ていまして、結局、これの先があそこなのかな

というイメージを今実は思っています。 

 もう既に御存じの職員の方もいらっしゃると

思いますけど、もう一度ああいうところの取組

をこれをするに際して、また、それぞれの３類

型の型にはまってこうしていくとかいうことじ

ゃなくて、せっかくの機会なので一歩先を見据

えた取組をするという意味でも、例えば、その

２校、我々が実際見に行ってすごく目からうろ

こというか、えっという驚きを受けた部分があ

りましたので、そういうところも是非参考にし

て取組をお願いしたいと。詳しくは岡野副委員

長に聞いていただければと思いますので、それ

は提言というかお願いであります。 

 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、第５２号議案令和７年度大分県一般会

計補正予算（第５号）のうち、教育委員会関係

部分について、執行部の説明を求めます。 

深藏教育財務課長 それでは、委員会資料の３

ページをお願いいたします。 

 第５２号議案令和７年度大分県一般会計補正

予算（第５号）について、御説明いたします。 

 表の下から３段目に二重線で囲んでおります

が、補正予算案の総額は６６億２，１９５万５

千円の減額であります。 

 内訳はその下にありますとおり、事業費が２

４億３,６７８万１千円の減、人件費が４１億

８，５１７万４千円の減となっております。 

 事業費につきましては、入札残など各事業の

実績に伴う所要の減額を行うものでございます。

また、人件費の減につきましては、退職手当の

見込みの減などによるものです。 
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 この結果、補正後の予算総額はその右の欄に

ありますように、１,１４９億２，５２７万８

千円となります。 

 続いて、委員会資料の４ページをお願いいた

します。 

 主な補正事業の内容欄を御覧ください。 

 上段の高等学校等教育改革促進基金事業、補

正額６千万円は、公立高校における産業人材等

の育成や多様な学びの提供に向け、当該基金に

積立を行うものでございます。 

 下段の県立学校緊急安全対策事業、補正額６

００万円は、暴力行為や外部侵入など、こども

の安全・安心を害する事案への対策を強化する

ため、新たに県が定めるガイドラインに基づき、

設置要件を満たす県立学校内に防犯カメラを設

置するものでございます。 

 次に、繰越明許費補正について、御説明いた

します。まず、追加としまして、ただいま御説

明しました県立学校緊急安全対策事業費ほか３

事業において、新たに合計１，９２９万６千円

を設定しています。 

 その下の変更につきましては、９月に繰越し

の承認をいただいている事業のうち、高等学校

施設整備事業費及び支援学校施設整備事業費に

おいて、空調設備の全国的な需要増等により、

合計７億６，９６１万３千円を追加設定してお

ります。 

 最後に、債務負担行為補正について、御説明

いたします。県立学校給食業務委託料ほか２事

業において、今年度の契約実績により事業費が

減額となったことから、限度額を変更するもの

でございます。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 教育費の補正減額に関してでありま

すが、数字は数字でいいんですが、例えば、少

子化の流れの一方で、各学年人数は何人という

のがある程度予測されていたところから、入学

時に、例えば、県外に想定以上に行ってしまっ

たとか、あるいは高校の場合に県立と私立で見

たときに、そういった部分で当初の予定より余

計県立を選んでくれる人が少なかったとかいっ

たような総合的な分析というのは、何かやって

いらっしゃるんですか。 

深藏教育財務課長 生徒数等の詳細な分析は行

っておりませんけども、生徒数につきましては、

おおむね当初の見込みどおりであったと思って

おります。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より、さきほど審査いたしました警察本部関係

部分とあわせて採決いたします。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに、御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

ありましたので、これを許します。 

 まず、①の報告をお願いします。 

松村学校安全・安心支援課長 大分市中学校に

おける生徒間暴力事案について、御報告いたし

ます。 

 委員会資料の８ページをお開きください。 

 事案の概要ですけれども、１月８日、学校内

で生徒が一方的に暴行している動画がＳＮＳで

拡散され、その後、２本目、３本目の動画も拡

散されました。加害生徒は３本とも同じで、被

害生徒は異なります。 

 続いて、暴力行為に至った経緯等を御覧くだ

さい。詳細な説明は省略いたしますけれども、

３本の動画とも加害生徒ＡがＳＮＳでのＡに対

する誹謗中傷の書き込みを発端に、被害者Ｂ、

Ｄ、Ｅに暴行をしております。３本の動画とも

拡散の経緯については不明でございます。次に、

（４）発生後の学校の指導ですけれども、１本

目と２本目の動画につきましては、令和８年１

月８日に初めて把握し、関係生徒から聞き取り

等を行っております。３本目の動画につきまし
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ては事案当日に把握し、関係生徒に指導を行っ

ていますが、大分市教育委員会に報告をしてお

りません。 

 続いて、本件発生後からの大分市教育委員会

等の対応状況を御覧ください。１月８日に市教

委及び当該校がＳＮＳにおいて動画が拡散され

ることを把握し、警察に報告しております。ま

た、当該校へ職員を派遣しております。１月９

日、市教委が当該校へ臨床心理士を派遣してお

ります。また、臨時記者会見を開催し、事案に

ついての説明を行っております。続いて、１月

１０日、当該校が学年ごとに保護者説明会を開

催。そして、１月１３日、脅迫メールを把握し、

当該校と警察へ情報提供しています。また、同

日に臨時校長会を開催しております。１月１４

日から１５日には警察と連携し、パトロールを

実施。１月２６日に市議会文教常任委員会で事

案の経緯及び３件ともいじめの重大事態として

認定し、第三者調査組織による調査を行う予定

等について説明しております。 

 続いて、本件発生後からの県教育委員会の対

応状況について、御説明いたします。 

 資料９ページを御覧ください。 

 本事案が発覚しました１月８日午後、教育事

務所長を緊急に招集し、同様の事案が生じた場

合、管内の市町村教育委員会と連携し情報収集

と対応に努めることを確認するとともに、いじ

めや暴力行為の未然防止に向けた取組について

協議いたしました。翌１月９日、県立学校及び

全市町村教育委員会に対し、児童・生徒の問題

行動の抑止に向けた文書を発出し、日常の教育

活動を通じた生徒理解と規律ある学校生活に向

けた指導上の留意点など３点について、依頼を

いたしました。同時に、当該校に緊急支援スク

ールカウンセラーを派遣し、生徒の心のケアに

も取り組んでまいりました。ＳＮＳ上で学校に

おける児童生徒による暴力行為等の動画が投稿

・拡散され、報道も多数なされている実情を踏

まえまして、１月１４日には文部科学省による

緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議

が開催され、５点の要請を受けました。これを

受けまして、県教育委員会は１月１６日に緊急

市町村教育委員会教育長・県立学校長会議を開

催し本要請内容について周知するとともに、こ

れらの事案に対する今後の取組について意見交

換を行いました。また、１月２９日、県立学校

の生徒指導主任を対象とした協議会を開催し、

文部科学省からの要請に基づいて再度周知する

とともに、県警によるＳＮＳ等生徒指導上の諸

課題の対応について講演を実施いたしました。

２月４日には文科省からの要請を踏まえた文書

を改めて発出し、３学期中の対応をお願いをい

たしました。なお、本文書について依頼した取

組の結果につきましては、現在各校へ調査を行

っているところでございます。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入りますが、生徒の個人情

報等に関することに関しましては答弁いたしか

ねますので、その辺御理解の上での御質疑をよ

ろしくお願いいたします。それでは、委員の皆

様から質疑、御意見等はありませんか。 

岡野副委員長 本当にマスコミ等で多く報道さ

れておりますので、認識はしております。実際

に見たときの心の本当にショックというか、そ

れは大きいものだと思いますので、まずは暴力

自体が起こらない環境をつくることは皆さんも

御存じのとおり最優先だとは思いますけれども、

家庭においてその拡散を面白がって補助する大

人の存在がいることが私は問題だと思いますの

で、そこはこどもたちや学校現場のケアととも

に、そういった方々をちゃんと取り締まるよう

な形を取っていただきたいなというふうに思っ

ておりますので、それは要望でございます。お

願いいたします。 

清田委員長 これは想像の域を出ないんですけ

ど、拡散された経緯は不明であるということで

あります。ただ、ちょっと想像を膨らませます

と、Ａ君からＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ君までの関係性も

分かりませんが、事ここに至るまでに何かしら

あったのかなという想像はできるんですけど、

実はＳＯＳが出ていたけども対応できずに最後

の頼みの綱でもし上げていったということであ

れば、非常に悲しい、一番悲しいパターンだな

ということをこの事件を見てちょっと想像しち
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ゃったりもしたんですけど。 

 とにかく、今対応中のことも含め、今後こう

いうことが、いじめとかそういうトラブルは必

ずあるんですけど、しっかり早期に解決できる

体制の構築というのを更に充実させていってい

ただきたいなという、これは要望でありますの

でお願いいたします。 

末宗委員 これは発生してから、１月８日とか、

警察に報告して情報提供とかしてやっているわ

ね。それは警察が入っている事項なんだけど、

いろんな協議のときに警察が入っているのかね。

報告はあるんだけど。 

松村学校安全・安心支援課長 警察が関わって

おります。（「協議のときに入っている」と言

う者あり）協議と言いますと。（「協議してい

っているんだろう、ずっと教育委員会で。８日、

９日、１０日、１３、１４、２６とかいろいろ

あるけど、これは大分市かね。大分市も含んで

いいんや」と言う者あり）大分市教委と警察で

連携して取り組んでおります。この事案の事実

確認等、警察と連携しております。（「連携し

ている」と言う者あり）はい。（「警察はこの

問題をどう考えている」と言う者あり）警察事

案につきましては個人のこともありますので、

ちょっと差し控えさせていただきたいと思いま

す。（「個人のこともあろうけど、方向はいい

やない、警察やから」と言う者あり）警察の対

応につきましては、我々もちょっと分かりかね

るところがございます。（「協議したけど、分

からん」と言う者あり） 

清田委員長 警察と市教委が今、調査も含めて

というところなんでしょう。共にやっていると

いう。（「対応中じゃろう、要するに二つで。

分からんじゃないで」と言う者あり）（「はい、

すみません。対応中でございます」と言う者あ

り）（「そういう意味よね」と言う者あり） 

玉田委員 さっき委員長が言った、その前にあ

ったことって本当に大事なことだなと思うので、

また現場の中でいろいろ対応を図ってもらえれ

ばと思います。 

 県教委の対応状況のところで、国の会議とか

開いて、それを各教育事務所を通じて話をして

いるということですけど、その中で教育用タブ

レットの取扱いについてとか、何か運用がルー

ルとして図られたとか、今後何かそういう見通

しというのがあるのかどうか、そこだけちょっ

とこれからの教育委員会の対応としての部分で

教えてもらえればというふうに思います。 

角渕教育ＤＸ推進課長 教育用の１人１台端末

については、こういった事例が起こる前からも

ともと情報モラル教育というところで、学習用

端末なので学習以外には使用しないという大本

のところは配るときから言っております。 

 今回の事例を受けて、こういうふうに使って

くださいというようなことは特段やっていない

んですけれども、うちの課としては、今、高校

生用だとタブレットのトップページに相談先と

かをリンクを張っております。市町村について

はまだそういったところまでやれていないとこ

ろもありますので、そういった事例については

提供しております。 

末宗委員 年齢の問題はあるのかね、警察の処

分で。年齢の問題、あれは１５歳とか１６歳と

か１８歳とか、１３歳とかよく分からんのだけ

どね。 

松村学校安全・安心支援課長 １４歳以上が対

象です。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に、

②、③の報告をお願いします。 

神屋教育人事課長 令和７年１２月１９日付け

及び令和８年２月２６日付け教職員の懲戒処分

について、御報告します。 

 委員会資料の１０ページをお開きください。 

 番号１を御覧ください。公立中学校３０代女

性教諭を停職６月の処分としました。 

 概要は、当該教諭は令和７年５月頃から７月

頃までの間、自己所有のスマートフォンや公用

タブレットを用いて、勤務する学校の男子生徒

と不適切な内容等のやり取りを複数回行いまし

た。同教諭は同期間、複数回にわたり、放課後、

同校教室で同生徒と二人きりになる状況をつく

り、また、休日に自家用車に同生徒を複数回同
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乗させました。この際、身体接触が複数回あり

ました。しかし、これらについて、同教諭は管

理職への報告を怠っていたというものです。 

 本事案の処分量定については、本県の懲戒処

分の基準であります県立学校教職員及び市町村

立学校県費負担教職員に対する懲戒処分等の基

準の第四に定める飲酒運転等の悪質な交通違反

行為、それから児童生徒に対するスクール・セ

クハラ、体罰には該当せず、同基準の第五その

他の第四以外においても、法令、条例等に違反

した信用失墜行為等は第四に準じた懲戒処分等

を行うものとする規定に基づき検討をすること

となります。 

 本事案につきましては、自己所有のスマート

フォンや公用タブレットを用いた児童生徒との

個人的なやり取りを禁止している教職員と児童

生徒とのＳＮＳ等によるやり取りの禁止等につ

いての通知の違反と、適正な手続きを経ている

場合を除き、自家用車などによる児童生徒の送

迎と児童生徒を同乗させることを禁止している

綱紀粛正及び服務規律の保持と交通法規の遵守

等についての通知の違反となります。人事院の

指針には当該項目についての処分量定の定めが

ないことから、他県の状況を確認し、両方の項

目を処分指針等に規定している県では、戒告と

していることが多く見受けられました。また、

児童生徒とのＳＮＳ等の私的なやり取りに係る

実際の処分例を見ますと、対応や結果によりま

すが、性的な内容等のわいせつなやり取りがな

い場合は戒告や減給処分としており、本県にお

いても別件で減給６月とした例があります。 

 そこで、今回の事案につきましては、当該教

諭は不適切な行為であると認識しながら、５月

から７月の約２か月間、ほぼ毎日、勤務時間外

に１時間から２時間、スマホや公用タブレット

で個人的なやり取りを行っていたことから、減

給をベースといたしました。その上で、自家用

車への同乗も３回行い、飲食店や商業施設に連

れて行っていること、放課後、教室で複数回に

わたり生徒と二人っきりになる状況をつくり、

児童生徒と性暴力に該当する行為は確認できま

せんでしたが、身体接触が複数回あったこと、

いずれも管理職への報告は１か月以上後になっ

ていることなど、複数の非違行為を複数回、し

かもかなりの回数行っていることなどから総合

的に判断し、重大な信用失墜行為であることと

して、停職６月としたものであります。なお、

同教諭は同日付けで依願退職しております。 

 番号２を御覧ください。公立中学校５０代男

性教頭を停職１月の処分といたしました。 

 概要は、当該教頭は令和７年５月上旬から７

月下旬までの間、勤務する学校において、同校

女性職員に対し、セクシュアル・ハラスメント

に該当する行為を複数回行ったというものです。 

 本事案の処分量定につきましても、本県の懲

戒処分等の基準の第五その他の法令、条例等に

違反した信用失墜行為等は第四に準じた懲戒処

分等を行うものとするの規定に基づき検討する

こととなります。人事院の指針では、セクシュ

アル・ハラスメントの項目において、相手の意

に反することを認識の上で、わいせつな言辞、

性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メ

ールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的

な言動を繰り返した職員は、停職又は減給とす

るとされております。 

 当該教頭への聞き取りでは、被害職員を応援、

心配する気持ちから距離が近くなってしまった、

精神的な苦痛を与えてしまい大変申し訳ないと

供述しております。セクシュアル・ハラスメン

トの行為についての詳細は、被害職員の心情に

配慮して説明は控えさせていただきますが、わ

いせつの言辞等、わいせつ目的であったことは

確認できておりません。同様の事案につきまし

て、他県の事例では戒告や減給としているもの

もありましたが、本事案では教頭という管理職

であることを重く考え、その他の情状を総合的

に判断し、停職１月としたものであります。 

 番号３を御覧ください。日田市公立小学校２

０代男性教諭を減給１０分の１、３月の処分と

いたしました。 

 概要は、当該教諭は令和７年４月１７日頃、

中休み中、勤務する学校において、右手で同校

児童の前頭部を平手打ちしました。また、同教

諭は、同月２４日午後０時１０分頃、同校にお
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いて、同児童の胸ぐらを右手でつかんで前後に

揺さぶり、同児童の後頭部を引き戸に打ち付け、

全治約１０日間を要する後頭部裂創等の傷害を

負わせました。同教諭はこの行為により、同年

１１月１０日、大分簡易裁判所から罰金２０万

円の略式命令を受けたというものです。 

 本事案の処分量定につきましては、本県の懲

戒処分等の基準の第四に定める体罰を加え児童

生徒を負傷させた者は、戒告等の処分を行うの

規定に基づき検討することとなります。人事院

の指針には体罰についての処分量定の定めがな

いことから、本県の過去事例や他県の事例を確

認し、同月に同児童に対して二度の体罰行為を

行っていることなどを踏まえ、総合的に判断し、

減給１０分の１、３月としたものであります。 

 委員会資料の１１ページをお開きください。 

 番号１を御覧ください。県立学校会計年度任

用職員を停職１月と２日の処分といたしました。 

 概要は、当該職員は令和７年１１月２８日午

前１１時５５分頃、私用にて普通貨物自動車を

運転中、国東市安岐町中園４９３番地２付近道

路で、警察官に停止を求められた際にアルコー

ル検知を受け、呼気１リットル当たり０．７１

ミリグラムのアルコールが検出され、同日１２

時４４分に酒気帯び運転で逮捕されました。こ

のことにより、令和８年２月９日に杵築簡易裁

判所から罰金５０万円の略式命令を受けたとい

うものです。 

 本事案の処分量定につきましては、本県の懲

戒処分等の基準の第四に定める飲酒運転を行い、

人身事故又は物損事故を起こした者は免職とし、

自損事故等を起こした者は免職又は停職とする

の規定に基づき検討することとなります。なお、

自損事故等とは、自損事故又は違反行為のみの

場合を言います。 

 本事案につきましては、事故は起こしており

ませんので、違反行為のみで処分検討を行うこ

ととなります。人事院の指針では、酒気帯び運

転をした職員は、免職、停職又は減給とすると

されております。本県の基準、人事院の指針、

本県の過去事例、他県の過去事例から総合的に

判断し停職６月が相当と考えられますが、会計

年度任用職員の任用期限である令和８年３月３

１日までの停職１月と２日の懲戒処分を行いま

した。 

 令和７年１２月１９日付けの３事案につきま

しては、県教育委員会といたしまして、臨時の

教育事務所長会議を実施いたしました。また、

市町村教育委員会に対しまして、市町村立義務

教育諸学校の全職員を対象に緊急の服務規律研

修を実施し、綱紀粛正及び服務規律の保持を徹

底するよう依頼いたしました。また、令和８年

２月２６日付けの事案につきましても、県教育

委員会として、改めて全教職員に対して、綱紀

粛正及び交通法規の遵守と飲酒運転の撲滅につ

いて徹底を図るよう県立学校並びに市町村立学

校に通知をしております。 

 今後とも、不祥事の根絶に向けて、綱紀粛正

及び服務規律の保持の徹底に努めてまいります。 

 続けて、懲戒処分の指針の制定について、御

報告いたします。 

 委員会資料の１２ページをお開きください。 

 資料の左上を御覧ください。現状ですが、懲

戒処分数は近年、年間１０件程度で推移してお

り、高止まりの状況が続いております。また、

免職処分数は、令和３年度から若干ですが、増

加傾向にあります。非違行為の内容につきまし

ては、スクール・セクハラ、体罰のほか、ＳＮ

Ｓへの誹謗中傷の書き込みや、児童生徒とのＳ

ＮＳ等による私的なやりとり、自家用車への同

乗、部費の横領等、多様化しております。 

 課題を御覧ください。現行の本県における懲

戒処分の基準は、飲酒運転等の悪質な交通違反

行為、児童生徒に対するスクール・セクハラ、

体罰の三大非違行為のみ処分量定が明示されて

おり、そのほかの事案について、どのような行

為が処分対象となるのか、処分対象となる場合、

その量定がどうなるのか分からず、教職員が自

分事として捉えにくい状況があります。 

 そこで、対応といたしまして、懲戒処分の対

象となる非違行為・処分量定を明確化すること

で、非違行為の防止を図り、県民の信頼を確保

する目的で、懲戒処分の指針を新たに制定いた

しました。 
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 右側を御覧ください。具体的内容ですが、人

事院の懲戒処分の指針を基本として、正当な理

由のない欠勤、政治的行為の制限違反、セクハ

ラ・パワハラ等の一般服務関係、横領、諸給与

の違法支払・不適正受給等の公金公物取扱い関

係、放火、殺人、器物損壊、一般人に対するわ

いせつ行為等の公務外非違行為、監督責任関係

について、標準例を明示しております。また、

スクール・セクハラについて、教員性暴力等防

止法に基づいて再整理し、体罰につきましては

処分量定の厳罰化に加え、不適切な言動や指導

について処分量定を明確化しております。さら

に、児童生徒性暴力等につながる児童生徒等と

のＳＮＳ等における私的なやり取り、それから、

自家用車同乗についても処分量定を明確化いた

しました。なお、飲酒運転・交通事故・交通法

規違反関係は、現行の基準を基本にして、再整

理をしております。 

 １３ページの資料を御覧ください。 

 標準例を表に整理しております。黒文字の部

分は、人事院の懲戒処分の指針と事由や処分量

定が同じものです。赤文字の部分は、大分県教

育委員会独自のもの、若しくは人事院の指針と

量定が異なるものです。 

 １４ページの中段を御覧ください。 

 例えば、赤文字で記載しておりますが、三児

童生徒等に対する非違行為として、わいせつ行

為等、体罰等、その他ＳＮＳ等における私的な

やり取り等を県独自に定めております。 

 １２ページの資料にお戻りください。 

 施行期日等につきましては、本内容につきま

しては、先月２月２６日の教育委員会に附議い

たしまして、議決されております。今後、令和

８年３月３１日の公示、４月１日の施行を予定

しております。 

 なお、教育庁の各所属、それから県立学校、

市町村教育委員会には、近日中に通知を行い、

周知を図ってまいります。 

 最後に、実効性の担保といたしまして、年４

回の服務規律研修の通知、綱紀粛正・服務規律

保持の徹底通知に今回制定の懲戒処分の指針を

添付するとともに、服務研修テキストに内容を

反映させ、非違行為の防止を図ってまいりたい

と考えております。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 懲戒処分の指針の制定についての説

明があったんですけれども、いわゆる懲戒処分、

懲戒解雇までいった職員については、データベ

ース等々にも載るんでしょうけど、問題は、大

分県教育委員会の管轄下にある教職員の皆さん

のデータベースにはどの程度のものを記載して

いるのか、保管をしていこうとしているのか。

また、それによって、例えば、免許再授与の拒

絶権を県教委としてどういうふうに発効される

のか。３年ルールの撤廃とか、再発のおそれが

ないことの証明であるとか、いろいろと法改正

によって動きが出ているわけですけれども、そ

ういったことに対して県教委としてどこまで進

んでいるのか、説明を求めます。 

神屋教育人事課長 県教委としてのデータベー

スへの保管というところなんですけども、人事

記録として、懲戒免職以外に懲戒処分について

は記録として残っております。 

 あと、免許の再申請、３年を経過して再申請

するというところなんですけども、児童生徒性

暴力防止法が制定されて、令和４年度以降制定

された後に、児童生徒に対しての性暴力、児童

生徒性暴力等によって教員免許が取上げとなっ

たり失効になった方については、いわゆる国の

データベースに載っていますので、その中から

例えば、３年後に再申請が上がってきた場合に

ついては審査会を開催いたしまして、その中で、

本当にいわゆる性暴力の再発のおそれがないの

かというところは審査をするようにはなってい

ますが、その再授与ところは基本的にはなかな

か難しいというか、そういう再発を本当にしな

いかどうかとかいうところについてはなかなか

難しいと思われますので、再授与というところ

はハードルがかなり高いと思っています。 

麻生委員 私が聞いているのは、大分県教委と

して、もうそれを拒絶するようにしているんで

すか。それとも、そこは現状としてはまだ今の
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答弁では曖昧だということなのですかという確

認をしたかったんです。 

神屋教育人事課長 審査会の中で、そういう審

査を行うということになっていますので…… 

麻生委員 ほかの都道府県教育委員会では、も

う拒絶すると明確にやっていらっしゃるところ

もあるみたいなので、それで聞いているんです。 

神屋教育人事課長 さきほど申し上げたように、

再授与は私も難しいと思っています。 

麻生委員 まだ拒絶はしていないんですね。大

分県教委として、そこのところは明確に拒絶し

ますということを決めてもいいのではないかと。

それくらい教育委員さんで議論をしっかりとし

て、方向性を出すということも大事じゃないか

なと。今回の懲戒処分の指針の制定について、

そういったことまで盛り込まれていないので、

指摘をさせていただきました。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に、

④の報告をお願いします。 

神屋教育人事課長 求償権行使懈怠違法確認請

求上告事件について、令和７年１２月１１日付

けで最高裁判所の決定がありましたので、御報

告いたします。 

 資料の１６ページを御覧ください。 

 １当事者及び２事件の概要です。平成２０年

度教員採用選考において、採用取消処分が取り

消された中学校教諭に対し支払った損害賠償金

について、大分県が元教育審議監及び元副主幹

に対し求償権の行使を怠っているとして、特定

非営利活動法人がその違法確認を求めた住民訴

訟です。 

 ３主張の要旨です。上告人兼申立人であるお

おいた市民オンブズマンは、元教育審議監らの

点数改ざん行為がなければ採用取消処分はなく、

大分県は元教育審議監らに求償権を有している

と主張しておりました。一方、大分県としまし

ては、平成３０年６月の最高裁判所の決定で、

国家賠償法上の違法は、大分県教育委員会が行

った採用取消処分が、具体的な事情を調査・検

討しなかったことについて、大分県教育委員会

の過失が認められるとされており、採用取消処

分には関与していない元教育審議監らについて

は、採用取消処分による損害との間に因果関係

は認められず、大分県は当該人らに求償権を有

していないと主張していたところです。 

 ４訴訟の経緯です。オンブズマン側が令和４

年３月に大分地方裁判所に提訴しましたが、令

和７年１月の第一審判決では、大分県の主張が

認められ、オンブズマン側の請求を棄却しまし

た。オンブズマン側は、令和７年２月に福岡高

等裁判所に控訴しましたが、令和７年７月２９

日付けで控訴棄却となりました。さらに、オン

ブズマン側は最高裁判所に、令和７年８月４日

付けで上告及び上告受理申立てを行っておりま

したが、最高裁判所は上告理由に該当しない等

の理由で、上告棄却及び上告不受理の決定を行

いました。 

 本件訴訟につきましては、最高裁判所の決定

をもって終結いたしましたが、大分県としまし

ては、今後も決して事件の教訓を風化させるこ

となく、教育行政の適正な執行、改革に努めて

まいります。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

末宗委員 事件から何年たったか。 

神屋教育人事課長 １７年です。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に、

⑤の報告をお願いします。 

神屋教育人事課長 大分県立学校の教育職員に

関する業務量管理・健康確保措置実施計画につ

いて、御報告します。 

 委員会資料の１７ページをお開きください。 

 １計画策定の趣旨ですが、令和７年６月に給

特法等一部改正法が成立し、各服務監督教育委

員会は文部科学大臣が定める指針に即して実施

計画を策定・公表し、学校における働き方改革

の一層の推進を図ることとされました。これを

受け、本県におきましても、この度、実施計画

を策定し、２月２６日の教育委員会において決
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定したところです。 

 ２本県の時間外勤務の現状ですが、これまで

の様々な取組により、県立中学校を含む高等学

校及び特別支援学校では、時間外在校等時間は

減少傾向であり、今回の給特法改正において国

が示した令和１１年度までに教育職員の時間外

在校等時間を月平均３０時間程度とするという

目標を既に達成しております。しかしながら、

月４５時間を超える長時間勤務を余儀なくされ

ている教育職員がいることから、更なる取組の

推進が必要と考えております。 

 ３計画の取組期間と４計画の目標指標ですが、

取組期間は令和８年度から１０年度までの３年

間とし、資料の右下破線で囲んだ部分、①１箇

月の時間外在校等時間など五つの目標指標を設

定の上、毎年度、取組状況を総合教育会議で報

告、公表することなどにより、取組の実効性を

確保してまいります。 

 資料１８ページを御覧ください。 

 ５実施する業務量管理・健康確保措置の内容

ですが、取り組む内容を（１）教育職員の適正

な勤務時間管理など六つの項目に大別し、それ

ぞれの項目ごとに具体的な取組内容を記載して

おります。これまでの取組で負担軽減等にとて

も有効なものに加え、今回見直された学校と教

師の業務の３分類を踏まえ新たな取組を追加し、

働き方改革を加速させていきたいと考えており

ます。 

 ６関連する取組・市町村教育委員会への対応

に記載しておりますように、市町村教育委員会

に対しましても、計画の策定、取組の実施にあ

たり適切な支援や助言指導に努め、学校現場の

教員一人一人が負担軽減を実感できるよう、し

っかり取り組んでまいりたいと考えております。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

吉村委員 県教委が示しているものがあります

けども、市町村教委には指導助言して、市町村

教委も業務量管理・健康確保措置実施計画をつ

くっていくということですけども、県教委とし

ての市町村教委とのやり取りというか、これに

至るまで市町村教委も策定しているはずだと思

うんですけど、その辺のところの助言指導、ア

ドバイスだとかいうような、また、県教委が示

したものを、おおよそ市町村教委もそれと同じ

ようなものをつくっているかどうか、その辺の

ところを確認させてください。 

神屋教育人事課長 市町村教育委員会からの具

体的な質問というか、計画策定にあたってスケ

ジュールをいつまでにするとか、そういうとこ

ろではお話はありましたけども、具体的な取組

をどうするかというところについては、特に御

質問というところは余り来ておりません。一応

国の方が、文科省の方が市町村教育委員会向け

には計画の雛形を提示しておりますので、それ

をベースに各市町村もそれを参考に策定をされ

ていると思っております。 

 県の計画につきましてはまだ素案の段階で、

１０月と１月の市町村教育委員会の人事担当課

長が集まる会議がありまして、その場で県のこ

の計画について素案をお示しておりまして、そ

れも参考にしていただいております。 

 現時点の状況なんですけども、市町村の策定

状況ですけれども、６市１町が策定済みで、あ

と３月中に策定するところが８市２町１村とい

うところで聞いております。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

小野高校教育課長 お時間がない中で、大変申

し訳ございません。 

 先週末、県立高校の最終志願状況が出ました

ので、その資料を今から配付させていただきた

いと思います。 

 この資料なんですけども、公表されたものを

現時点での状況をまとめたものでございます。

昨年度比較、それから経年比較も入っておりま

すが、今お配りしたものでございます。 

 その資料を今御覧になっていると思いますけ

れども、上半分が志願状況でございます。そし

て、その上半分の左側が令和８年、今回の入試
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の状況、そして右側が令和７年の倍率が入って

おりまして、その差も書かれております。 

 なお、個別に今志願状況が記載されておりま

すが、網掛けをしているところが昨年度に比べ

て志願倍率が上昇した学校でございます。その

上半分の右側の学校名、日田林工高校がござい

ますが、日田林工高校の下に全日制課程合計が

記載されております。その中で、Ｒ８倍率が１．

０３倍ということになっております。 

 その下側ですけれども、下半分にございます

が、左側が学科別・地域別の志願状況でござい

ます。地域の高校、大分市・別府市以外と、そ

れと大分市・別府市の高校と分けております。 

 その右ですけれども、過去５か年の志願状況、

志願倍率の推移でございます。そして、一番右

側は九州各県の全日制志願倍率ということで、

これはＲ７倍率と比較をしております。 

 さきほど冒頭、教育長からありましたけれど

も、今回１．０３倍ということで７年ぶりの倍

率アップではございました。九州で大分県は２

番目に高い倍率ではございましたが、多くの県、

今御覧になっていただけるように１．０倍を切

っておりまして、県立高校として、私立授業料

無償化の影響は否定できないというところでご

ざいます。 

 今回、本県の倍率が若干でも上昇しましたの

は、高校の魅力をＳＮＳなど様々な工夫によっ

て発信した情報が受験生に浸透してきていると

いうことと捉えております。 

 一方で、エリア別に見ますと、左下でありま

すが、大分市・別府市は今回１．２０倍から１．

２１倍というふうになっておりまして、昨年度

比から上がっております。一方で、大分市・別

府市以外の地域の高校では、昨年の０．８５倍

から０．８４倍ということで若干下がっており

まして、引き続き、地域の高校、これまで成果

の上がった取組を展開するなど、学校の魅力づ

くりや情報発信の工夫に努めてまいりたいと考

えております。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

 ちなみにですけど、今年から併願制に県立は

なっていますけど、例えば、佐伯鶴城は１３人

のマイナスですけど、第２希望で出している子

が１３人以上いますとか、その辺というのは分

かるんですか。 

小野高校教育課長 本年度につきましては、一

次入試の合格発表があった後に第２志願を出す

こととなっておりまして、それを見て欠員があ

るところにという状況になりますので。 

清田委員長 そこからですね。終わってからで

すね。（「いつ確定するん。終わるんが」と言

う者あり） 

小野高校教育課長 県立高校の合格発表が３月

１３日になっておりまして、それから、その志

願状況を見ながら受験生が第２志願を出します

ので、その次の週の早期には、次の週の１６日

から１７日が第２志願の出願となっておりまし

て、翌１８日水曜日が第２志願の合格発表とな

っております。（「委員会に間に合うんでねえ

か」と言う者あり）（「間に合いますね」と言

う者あり）（「よう教えてくりい」と言う者あ

り） 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかにないようですので、これを

もちまして、教育委員会関係の審査を終わりま

す。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、この後、協議を行いますので、

このまま御着席願います。 

 

  〔教育委員会、委員外議員退室〕 

 

清田委員長 これより、内部協議を行います。 

 委員の皆様、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別にないようですので、これをも

ちまして、委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 


